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赤字削減・解消計画について 

 

１ 赤字削減・解消計画の概要 

（１）赤字削減・解消計画の策定根拠 

赤字削減・解消計画の策定は、平成３０年１月２９日に発出  

された「国民健康保険保険者の赤字削減・解消計画の策定等に  

ついて(厚生労働省保険局国民健康保険課長)」に基づき策定され

ている。 

なお、繰上充用金解消計画は、「繰上充用金解消計画書に係る  

取扱要領(千葉県作成)」に基づき策定されている。 

（２）削減・解消すべき赤字の定義 

削 減 ・ 解 消 す べ き 赤 字 は 、 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 に お け る  

「決算補填等目的の法定外一般会計繰入金」及び「繰上充用金の

新規増加分」となる。 

（３）計画策定の対象となる市町村 

計画を策定すべき市町村は、決算において赤字が生じ、赤字が

生じた年度の翌々年度までに予算ベースで赤字の解消が見込まれ

ない市町村とする。なお、保険料率の改正等により、赤字の発生

年度から翌々年度までに赤字の解消が確実に見込まれる場合には、

計画の策定は不要とする。 

 

２ 国の方針 

赤字解消の目標年次については、まずは、繰上充用分の計画的な

解消を図り、目標を定める。次いで、一般会計繰入による赤字の  

補てん分については、保険料の引上げ、収納率の向上、医療費適正

化策の推進等により、できる限り早期に解消するよう努める。 

また、新たな法定外繰入等を発生させない、法定外繰入等の額を

増加させないように取り組むこととされている。 

 

３ 千葉県国民健康保険運営方針 

（１）解消・削減すべき対象の赤字 

「決算補填等目的の法定外繰入額」及び「繰上充用金」 

（２）解消・削減すべき理由 

決 算 補 填 等 目 的 の 法 定 外 繰 入 は 、 保 険 給 付 と 保 険 料 負 担 の  

関係性が不明瞭となること、また、被保険者以外の住民に負担を

求めることとなること等から、解消・削減を図る必要がある。 
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（３）解消・削減方法 

決算補填等目的の法定外繰入について、その必要性や額の妥当

性等を改めて整理・検討した上で、保険料収納率の向上、医療費

適正化の取組等の推進や県が提示する標準保険料率を参考に適正

な保険料率を設定すること等により、住民の理解を得ながら、  

計画的な解消・削減に努める。 

ま た 、 平 成 ２ ８ 年 度 以 前 の 繰 上 充 用 金 (平 成 ２ ８ 年 度 以 前 の  

累 積 赤 字 )に つ い て は 、 平 成 ３ ０ 年 度 に 計 画 を 策 定 し 、 原 則 と  

して本方針の対象期間内での解消に取り組む。なお、平成２９年

度以降の繰上充用金の増加分については、発生した会計年度の 

翌年度内に計画を策定し、原則として発生した会計年度の翌々年

度までに解消を図る。 

 

４ 計画策定市町村(令和４年度時点) 

（１）平成３０年度始期：７市(銚子市、市川市、船橋市、成田市、   

佐倉市、浦安市、袖ケ浦市) 

※銚子市は繰上充用金解消計画も策定 

（２）令和 ３ 年度始期：１市(流山市) 

 

５ 令和３年度における決算補填目的の法定外繰入の状況 

（１）市町村数：７市(うち計画策定市：７市) 

（２）補填目的(重複有) 

・保険料(税)の負担緩和を図るため ７市 

・任意給付に充てるため      １市 

 

６ 法定外繰入等の解消に向けた取組事例(国資料から抜粋) 

（１）収納率向上・改善に向けた取組 

税務担当部門との連携、臨戸徴収の実施、預貯金等照会による

財産調査の効率化、クレジット決済・コンビニ収納・ペイジー  

など収納方法の整備 

（２）保険料率に関する取組 

県の示す標準保険料率に近い保険料率で賦課実施、保険料(税)

引き上げを複数年で段階的に実施 

（３）給付費適正化に向けた取組 

第三者行為求償事務の精度を高めるために２機関以上から交通

事故等による情報を受ける体制を構築 
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７ 令和５年度保険者努力支援制度(法定外繰入の解消等) 

評価指標、配点 

（１）令和３年度決算において決算補填等目的の法定外一般会計繰入

等を行っていない場合：３０点 

（２）赤字の解消期限(６年以内)、年次毎の削減予定額(率)及び具体

的な取組内容を定めた赤字削減・解消計画を策定している場合 

であって、次の要件に該当している場合 

①令和３年度の削減予定額(率)を達成している場合：２０点 

②令和３年度の削減予定額(率)は達成していないが、 

その１／２以上の額(率)を削減している場合：１０点 

（３）赤字の削減目標年次、削減予定額(率)及び具体的な取組内容を

定めた赤字削減・解消計画を策定しているが、解消期限(６年以内)

を定めていない場合であって、次の要件に該当している場合 

①令和３年度の削減予定額(率 )を達成している場合(計画初年度

からの平均削減予定額 (率 )が１０％未満の場合は、達成して 

いたとしても②とする：５点 

②令和３年度決算において決算補填等目的の法定外一般会計繰入

等 の 金 額 は 増 加 し て い な い が 、 削 減 予 定 額 (率 )は 達 成 し て  

いない場合：△１５点 

③ 令 和 ３ 年 度 決 算 に お い て 決 算 補 填 等 目 的 の 法 定 外 一 般 会 計  

繰入等の金額が増加している場合：△２５点 

（４）計画策定対象市町村であるにもかかわらず、赤字削減・解消  

計画を策定していない場合、又は赤字削減・解消計画を策定して

いるが、赤字の削減目標年次、削減予定額(率)若しくは具体的な

取組内容のいずれかを定めていない場合(令和３年度までに赤字

の解消が確実に見込まれるとして赤字削減・解消計画を策定して

いなかったが、令和３年度決算において決算補填等目的の法定外

繰入等を行っている場合を含む)：△３０点 


